
特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

平成２２年３月２６日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第５号 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

特別職の職員の給与に関する条例（昭和３６年瀬戸市条例第３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 

職名 給料月額 

  
市長 

円 
９９２，０００ 

副市長 ８１５，０００ 

固定資産評価員 ５５０，０００ 
 

別表（第３条関係） 

職名 給料月額 

  
市長 

円 
９９５，０００ 

副市長 ８１７，０００ 

固定資産評価員 ５５２，０００ 
 

  附 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 


